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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　延びた骨の一端部から髄内に導入されてその軸心に対して交差する複数の貫通孔を有す
る棒状の本体と、それぞれが前記本体の対応する各貫通孔に挿通されて前記骨に係合可能
な複数の係合部材とを備えた髄内釘において、
　前記本体の一方端から前記各貫通孔に繋がる孔が形成されており、
　制御機構を備え、
　前記制御機構は、
　　前記孔から挿入されて本体内部に収納される部材であって、その一端部が前記複数の
係合部材の一つに接触可能であるとともに他の係合部材が挿通できる形状をしており、前
記複数の係合部材のそれぞれの前記本体との関係における固定度を同時に制御することが
可能な制御部材と、
　　前記制御部材に接触して押し込まれることにより前記制御部材が制御する固定度を調
整する調整部材とを含み、
　前記制御部材は、収納時において、その外側面に、前記軸心に対して前記孔の開口に向
かって断面の前記軸心からの距離が大きくなる部分を有し、
　前記本体は、前記調整部材が使用される前の状態において、前記制御部材の部分の形状
に沿う内壁面の部分を有し、
　前記調整部材が使用されることにより前記制御部材の外側面の部分と前記本体の内壁面
の部分との間に接触抗力が生じ、当該接触抗力により前記制御部材の内壁面から生じる圧
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力を前記挿通している他の係合部材に与えて固定度が調整されることを特徴とする、髄内
釘。
【請求項２】
　前記他の係合部材の形状に関し、前記制御部材の内壁面に面接触又は複数箇所による接
触によって回転が防止される形状であることを特徴とする、請求項１記載の髄内釘。
【請求項３】
　延びた骨の一端部から髄内に導入されてその軸心に対して交差する複数の貫通孔を有す
る棒状の本体と、それぞれが前記本体の対応する各貫通孔に挿通されて前記骨に係合可能
な複数の係合部材とを備えた髄内釘に用いられる制御部材であって、
　前記本体は、一方端から前記各貫通孔に繋がる孔が形成されており、
　前記孔から挿入されて本体内部に収納され、その一端部が前記複数の係合部材の一つに
接触可能であるとともに他の係合部材が挿通できる形状をしており、
　前記複数の係合部材のそれぞれの前記本体との関係における固定度を同時に制御するこ
とが可能であり、
　前記髄内釘が備える制御機構に前記固定度を調整する調整部材とともに含まれ、
　収納時において、その外側面に、前記軸心に対して前記孔の開口に向かって断面の前記
軸心からの距離が大きくなる部分を有し、
　前記本体は、前記調整部材が使用される前の状態において、前記軸心からの距離が大き
くなる外側面の部分の形状に沿う内壁面の部分を有し、
　前記調整部材が使用されることにより前記調整部材が接触して押しこまれて前記軸心か
らの距離が大きくなる外側面の部分と前記本体の内壁面の部分との間に接触抗力が生じ、
当該接触抗力により前記制御部材の内壁面から生じる圧力を前記挿通している他の係合部
材に与えて固定度が調整されることを特徴とする、制御部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、髄内釘及びそれに用いられる制御部材に関し、特に、延びた骨の一端部から
髄内に導入されてその軸線に対して交差する複数の貫通孔を有する棒状の本体と、それぞ
れが本体の対応する各貫通孔に挿通されて骨に係合可能な複数の係合部材とを備えた髄内
釘等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　髄内釘は、大腿部の骨折などの治療のために用いられる。髄内釘に関しては下記のよう
な技術がある。
【０００３】
　まず、特許文献１、特許文献２に記載の技術について説明する。髄内釘は、大腿部にお
ける延びた骨の一端部から髄内に導入される本体（特許文献１等では髄内棒）と、本体に
形成さえた傾斜開口を挿通して大腿部の骨に係合する係合部材（特許文献１等ではネック
ねじ）と、係合部材の本体に対する固定度を決定できる調整部材（特許文献１等ではボア
等）とを備える。係合部材には、延びる方向に沿った溝が形成されている。調整部材は、
長さが異なる複数種類があって、ある一つの長さでは上記溝に摺動可能で係合して回転が
防止されるもののほか、他の長さでは上記溝に強く圧接して摺動ができないように固定さ
れるものがある。
【０００４】
　次に、特許文献３に記載の技術について説明する。特許文献１、２とは異なり、本体（
特許文献３では髄内ロッド）には貫通孔と副貫通孔という複数の貫通孔が形成されており
、係合部材（特許文献３ではラグスクリュー）が複数備えられ、それぞれが対応する上記
貫通孔と副貫通孔に挿通される。また、所謂エンドキャップと言われる３種類の長さの調
整部材も備えられる。２種類の長さについては、特許文献１等において示されているもの
と同様であり、長さが最も短いものが使用されるときには回転も摺動もフリーな状態とな
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る。
【０００５】
　さらに、特許文献４、特許文献５に示されているように、図１２及び図１３に示す調節
部材を含む機構１００が弾性体１０１を有して本体の軸心方向である当接方向に弾性を有
するように工夫されているものもある。
【０００６】
【特許文献１】特開平９－１６４１５１号公報
【特許文献２】特開平１０－６６６９８号公報
【特許文献３】特開２０００－３４２５９６号公報
【特許文献４】特開２００５－２７８８１９号公報
【特許文献５】特開２００５－２７９１４０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１～５に記載の技術では、いずれにおいても、本体の複数の貫
通孔のそれぞれに係合部材が挿通できたとしても、１つの係合部材の本体に対する固定度
を制御しているものであった。すなわち、本体の複数の貫通孔のそれぞれに係合部材が挿
通された状態において、同時に、複数の係合部材の本体に対する固定度を制御できてはい
なかった。そのため、複数のうちの一つの係合部材が回転或いはスライドしてしまい、抜
けてしまうという可能性もあった。
【０００８】
　ゆえに、本発明は、複数の係合部材が使用された場合においてそれらを本体に対して同
時に制御することが可能な髄内釘及びそれに用いられる制御部材を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１に係る発明は、延びた骨の一端部から髄内に導入されてその軸心に対して交差
する複数の貫通孔を有する棒状の本体と、それぞれが前記本体の対応する各貫通孔に挿通
されて前記骨に係合可能な複数の係合部材とを備えた髄内釘において、前記本体の一方端
から前記各貫通孔に繋がる孔が形成されており、制御機構を備え、前記制御機構は、前記
孔から挿入されて本体内部に収納される部材であって、その一端部が前記複数の係合部材
の一つに接触可能であるとともに他の係合部材が挿通できる形状をしており、前記複数の
係合部材のそれぞれの前記本体との関係における固定度を同時に制御することが可能な制
御部材と、前記制御部材に接触して押し込まれることにより前記制御部材が制御する固定
度を調整する調整部材とを含み、前記制御部材は、収納時において、その外側面に、前記
軸心に対して前記孔の開口に向かって断面の前記軸心からの距離が大きくなる部分を有し
、前記本体は、前記調整部材が使用される前の状態において、前記制御部材の部分の形状
に沿う内壁面の部分を有し、前記調整部材が使用されることにより前記制御部材の外側面
の部分と前記本体の内壁面の部分との間に接触抗力が生じ、当該接触抗力により前記制御
部材の内壁面から生じる圧力を前記挿通している他の係合部材に与えて固定度が調整され
ることを特徴とする。
【００１２】
　請求項２に係る発明は、請求項１において、前記他の係合部材の形状に関し、前記制御
部材の内壁面に面接触又は複数箇所による接触によって回転が防止される形状であること
を特徴とするものである。
【００１３】
　請求項３に係る発明は、延びた骨の一端部から髄内に導入されてその軸心に対して交差
する複数の貫通孔を有する棒状の本体と、それぞれが前記本体の対応する各貫通孔に挿通
されて前記骨に係合可能な複数の係合部材とを備えた髄内釘に用いられる制御部材であっ
て、前記本体は、一方端から前記各貫通孔に繋がる孔が形成されており、前記孔から挿入
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されて本体内部に収納され、その一端部が前記複数の係合部材の一つに接触可能であると
ともに他の係合部材が挿通できる形状をしており、前記複数の係合部材のそれぞれの前記
本体との関係における固定度を同時に制御することが可能であり、前記髄内釘が備える制
御機構に前記固定度を調整する調整部材とともに含まれ、収納時において、その外側面に
、前記軸心に対して前記孔の開口に向かって断面の前記軸心からの距離が大きくなる部分
を有し、前記本体は、前記調整部材が使用される前の状態において、前記軸心からの距離
が大きくなる外側面の部分の形状に沿う内壁面の部分を有し、前記調整部材が使用される
ことにより前記調整部材が接触して押しこまれて前記軸心からの距離が大きくなる外側面
の部分と前記本体の内壁面の部分との間に接触抗力が生じ、当該接触抗力により前記制御
部材の内壁面から生じる圧力を前記挿通している他の係合部材に与えて固定度が調整され
ることを特徴とする、制御部材である。
 
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、従来においてはできなかった、複数の係合部材のそれぞれの本体との
関係における固定度を同時に制御することが可能となり、複数のうちの一つの係合部材が
回転或いはスライドしてしまい、抜けてしまうということを防止できる。したがって、術
中、術後において信頼度の高い髄内釘が得られることになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　図１は、本発明の実施の形態に係る髄内釘の制御部材を示した斜視図である。
【００１６】
　図１では図示を省略したラグスクリューと言われる係合部材の本体に対する固定度を制
御するブロッカーと言われる制御部材１は、全体としては略円柱状をなしている。制御部
材１の一方端側は、主たるラグスクリューに当接するように２つの突出部３ａ，３ｂが形
成されている。突出部３ａと突出部３ｂとは、制御部材１が延びている方向に対して垂直
方向の位置ではなく、傾斜している位置関係になっている。これは、図１２において示し
ているように本体には貫通孔が傾斜して形成されており、それを主ラグスクリューが挿通
しており、押し込まれた結果、この主ラグスクリューに突出部３ａ，３ｂのそれぞれが対
応するためである。ここで、突出部３ａには溝係合部５ａが形成され、突出部３ｂには溝
係合部５ｂが形成されている。溝係合部５ａ，５ｂは主ラグスクリューに形成された溝に
嵌められる形になり、ラグスクリューの回転を防止する役割を果たすものである。
【００１７】
　なお、溝係合部５ａ，５ｂの形状、突出部３ａ，３ｂの形状についてはラグスクリュー
の形状（溝を含む）との関係により定まるものである。したがって、必ずしも二つの突出
部３ａと突出部３ｂとを形成する必要はなく、すなわち突出部の数は一つでも三つ以上で
もよい。また、溝係合部５ａ，５ｂについても、全ての突出部に形成される必要もなく、
ラグスクリュー側に溝係合部を形成して突出部側に溝を形成してもよい。そして、従来の
技術で説明したように、弾性体を用いるなどの各種の技術が用いられればよい。
【００１８】
　制御部材１の中央域には、副ラグスクリューを挿通させることが可能なように両側の開
口が長穴の形状をなして制御部材１が延びている方向に対して垂直方向の位置ではなく、
傾斜する挿通路７が形成されている。また、突出部３ａ，３ｂとは逆の位置に相当する挿
通路７の図１における上端は上方に向かって割れており、所定幅の割れ目９が形成されて
いる。
【００１９】
　また、制御部材１の挿通路７の上に位置するが、その外側面には割れ目９の部分を除い
て一回りする張出部１１が形成されている。張出部１１は、図１における上方に向けて軸
心１３からの距離が大きくなって張り出す形をしている。
【００２０】
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　図２は図１の制御部材が髄内釘本体に収納された状態を示す軸方向での端面図であり、
図３は図２のIII－IIIライン端面図である。
【００２１】
　図２及び図３を参照して、髄内釘本体１５には、図１２と同様に、貫通孔１７と貫通孔
１９が形成されている。貫通孔１７には主ラグスクリューが挿通され、貫通孔１９には副
ラグスクリューが挿通される。髄内釘本体１５には、上端側から貫通孔１９を通過して貫
通孔１７へも繋がる孔２１が形成されている。図１の制御部材１はこの孔２１の開口２３
から突出部３ａ，３ｂを下にして挿入され、図２及び図３に示したように収納される。孔
２１の形状は、図２に示す制御部材１の状態において、外側面に沿った形をしている。す
なわち、孔２１には、張出部１１の形状に沿った形の凹んだ窪み部２５が上端側に一回り
するように形成されている。また、孔２１には、最上端部に螺合するネジ溝２７が形成さ
れている。なお、後述するように、副ラグスクリューが髄内釘本体１５の貫通孔１９を挿
通するとともに制御部材１の挿通路７を挿通することができるような位置決めが行われる
。
【００２２】
　図４は図２に示した状態から主ラグスクリューが挿通された状態を示した図であり、図
５は図３に示した状態から主ラグスクリューが挿通された状態を示した図である。
【００２３】
　図４及び図５に示すように、主ラグスクリュー２９が挿通される。主ラグスクリュー２
９には、外周の延びる方向に沿って４つの溝３１ａ，３１ｂ，３１ｃ，３１ｄが形成され
ている。図４では、溝３１ｄと制御部材１の溝係合部５ａ，５ｂとが対向している。なお
、ここでの溝３１ｄと溝係合部５ａ，５ｂとの位置関係について、図４及び図５に示した
状態においては主ラグスクリューの回転を防止できる状態にはないものとしておくが、こ
の状態において主ラグスクリューの回転が阻止される位置関係であっても構わない。
【００２４】
　図６は図４に示した状態から副ラグスクリューが挿通された状態を示した図であり、図
７は図５に示した状態から副ラグスクリューが挿通された状態を示した図である。
【００２５】
　図６及び図７に示すように、副ラグスクリュー３３が挿通される。ここでの副ラグスク
リュー３３は、断面が６角形をしており、制御部材１の挿通路７の下方に配置される。
【００２６】
　図８は図６に示した状態からキャップが開口２３に嵌められる状態を示した図であり、
図９は図７に示した状態からキャップが開口２３に嵌められる状態を示した図である。
【００２７】
　図８及び図９に示すように、キャップ３５には側面に制御部材１の最上端部に形成され
たネジ溝２７に螺合するネジ溝３７が形成されており、これらが互いに螺合して孔２１は
蓋がなされることになる。
【００２８】
　図１０は図８に示した状態からキャップ３５が螺合により内部に入っていき制御部材１
が主ラグスクリュー２９及び副ラグスクリュー３３を本体１５に対する固定度を同時に制
御している状態を示した図であり、図１１は図９に示した状態からキャップ３５が螺合に
より内部に入っていき制御部材１が主ラグスクリュー２９及び副ラグスクリュー３３を本
体１５に対する固定度を同時に制御している状態を示した図である。
【００２９】
　図８及び図９に示した状態では、主ラグスクリュー２９も副ラグスクリュー３３も回転
・摺動可能であったとする。以下、制御部材１が主ラグスクリュー２９の髄内釘本体１５
に対する固定度を制御することを説明し、次に副ラグスクリュー３３の髄内釘本体１５に
対する固定度を制御することを説明する。
【００３０】
　この状態においてキャップ３５が螺合により内部に入っていくと、主ラグスクリュー２
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９は、溝３１ｄと溝係合部５ａ，５ｂとの係合により摺動は可能であるが回転が阻止され
た状態になる。さらには、溝３１ｄと溝係合部５ａ，５ｂ（或いは突出部３ａ，３ｂと主
ラグスクリュー２９の外周）との間に大きな圧力が加わり、制御部材１が主ラグスクリュ
ー２９を貫通孔１７の下方側に押し込むように圧接し、図１０及び図１１に示すように摺
動も不可の状態にする。このように、制御部材１は、キャップ３５によって押し込まれる
ことにより、主ラグスクリュー２９の髄内釘本体１５に対する固定度を制御する。
【００３１】
　副ラグスクリュー３３については、以下のようになる。キャップ３５が内部に押し込ま
れていくと、制御部材１の張出部１１と孔２１の窪み部２５とが接触効力を生じながら制
御部材１が下方に下がっていって摺動状態が続く。その摺動に伴い、窪み部２５は下方側
向かって断面積が小さく、張出部１１は上方側向かって断面積が大きいことから、制御部
材１の上部側の割れ目９はその間隔を狭くしていくとともに、挿通路７の形状も上方側が
狭くなっていく。その結果、まずは副ラグスクリュー３３の断面形状が六角形であること
からその面或いは複数の角が挿通路７の内壁面に回転を不可とする形で接触する。これに
より、副ラグスクリュー３３は、摺動は可能であるが、回転が阻止された状態になる。さ
らに割れ目９の間隔が狭くなって接触するような状態になると、副ラグスクリュー３３の
外周面と挿通路７の内壁面との間の接触圧力が大きくなり、最終的に、図１０及び図１１
に示すように副ラグスクリュー３３の摺動も不可の状態となる。このように、制御部材１
は、キャップ３５によって押し込まれることにより、副ラグスクリュー３３の髄内釘本体
１５に対する固定度をも制御する。
【００３２】
　なお、制御部材１は、上記したように主ラグスクリュー２９と副ラグスクリュー３３と
の髄内釘本体１５に対する固定度を同時に制御するが、同じタイミングで同じ固定度にな
ることまでは必要ではない。すなわち、例えば、同じタイミングで、主ラグスクリューの
摺動が阻止されている状態において副ラグスクリューの回転が阻止されている状態であっ
てもよい。そして、その状態であったとして、その後、さらに制御部材１の下側側が主ラ
グスクリューに摺動を阻止する状態になるほど当接していることからさらに下方に下がる
ことが不可であって上端側もそのまま下方へ摺動しながらの下がらない場合においても、
制御部材の上端側が最上端に向かって狭めるような形状にしておく等して、割れ目９の間
隔が狭くなるような状態になって副ラグスクリューの摺動が行われないように形状にして
もよい。
【００３３】
　また、制御部材１は対称性があるような形にする必要はなく、挿通路７についても上記
の形状に限られない。すなわち、制御部材１の壁面が副ラグスクリューを制御部材の壁面
或いは髄内釘本体１５の貫通孔１９に圧接する場合であってもよい。
【００３４】
　さらに、上記では、制御部材１については、張出部１１を外周に一回りするように形成
し、窪み部２５もそれに対応させて一回りするように形成したが、それぞれが一部であっ
てもよい。
【００３５】
　さらに、上記では、副ラグスクリューを六角形としたが、他の多角形のほか、制御部材
１の形状との関係から、例えば挿通路が楕円ではなく四角形であれば、要求される固定度
にもよるが楕円のほか、回転は不可で摺動可能なためには一対の平面状部分をなして摺動
も不可なためには一対の円弧のような曲線状部分の組み合わせと言った形状であってもよ
い。
【００３６】
　さらに、上記では、制御部材１が髄内釘本体１５の内部である孔２１に挿入されて収納
された後は、張出部１１の最も張り出した上端と窪み部２５の最上端との形状の関係から
、開口２３から抜け難い構造になっているが、このような構造に限定されない。すなわち
、例えば、窪み部側は開口に向けて絞られた形状でなく断面積が同一或いはさらに断面積
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が大きくなる開放する形状であってもよく、孔２１側を内側に突出させて抜け難い構造に
してもよい。
【００３７】
　さらに、上記では、調整部材としてのキャップは制御部材による固定度を制御すること
を調整するものとしたが、キャップの下面の中央を突出させて、その突出部分と副ラグス
クリューとの接触・係合を可能とし、これによる固定度の制御もさらに行ってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の実施の形態に係る髄内釘の制御部材を示した斜視図である。
【図２】図１の制御部材が髄内釘本体に収納された状態を示す軸方向での端面図である。
【図３】図２のIII－IIIライン端面図である。
【図４】図２に示した状態から主ラグスクリューが挿通された状態を示した図である。
【図５】図３に示した状態から主ラグスクリューが挿通された状態を示した図である。
【図６】図４に示した状態から副ラグスクリューが挿通された状態を示した図である。
【図７】図５に示した状態から副ラグスクリューが挿通された状態を示した図である。
【図８】図６に示した状態からキャップが開口２３に嵌められる状態を示した図である。
【図９】図７に示した状態からキャップが開口２３に嵌められる状態を示した図である。
【図１０】図８に示した状態からキャップ３５が螺合により内部に入っていき制御部材１
が主ラグスクリュー２９及び副ラグスクリュー３３を本体１５に対する固定度を同時に制
御している状態を示した図である。
【図１１】図９に示した状態からキャップ３５が螺合により内部に入っていき制御部材１
が主ラグスクリュー２９及び副ラグスクリュー３３を本体１５に対する固定度を同時に制
御している状態を示した図である。
【図１２】従来の髄内釘を説明するための図である。
【図１３】図１２の一部を拡大した部分断面斜視図である。
【符号の説明】
【００３９】
１　制御部材
１１　張出部
２５　窪み部
１５　髄内釘本体
２１　孔
２９　主ラグスクリュー
３３　副ラグスクリュー
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